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事
務
総
長
付
特
別
嘱
託
等
の
任
命
に
関
す
る
規
則

（
平
成
二
十
三
年
八
月
十
八
日
規
則
第
百
四
十
九
号
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
事
務
総
長
付
特
別
嘱
託
及
び
臨
時
嘱
託
の

任
命
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
任
命
）

第
二
条

本
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
課
題
に
対
処
す
る
た
め
、

当
該
各
号
に
定
め
る
嘱
託
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

一

本
会
が
直
面
す
る
重
要
な
課
題

事
務
総
長
付
特
別
嘱
託

二

本
会
が
臨
時
に
対
応
を
要
す
る
課
題

臨
時
嘱
託

２

前
項
各
号
に
規
定
す
る
事
務
総
長
付
特
別
嘱
託
及
び
臨
時
嘱
託

（
以
下
「
事
務
総
長
付
特
別
嘱
託
等
」
と
い
う

）
は
、
事
務
総

。

長
の
推
薦
に
基
づ
き
、
会
長
が
委
嘱
す
る
。

３

事
務
総
長
付
特
別
嘱
託
等
の
任
期
は
、
二
年
を
超
え
な
い
範
囲

で
委
嘱
の
際
に
事
務
総
長
が
定
め
る
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
再

任
を
妨
げ
な
い
。

（
任
務
）

第
三
条

事
務
総
長
付
特
別
嘱
託
等
は
、
会
長
の
指
示
を
受
け
て
、

そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２

こ
の
規
則
施
行
の
際
現
に
委
嘱
さ
れ
て
い
る
事
務
総
長
付
特
別

嘱
託
等
の
当
該
委
嘱
に
係
る
任
期
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


